
救助活動の実施状況1
（１）　救助活動件数及び救助人員の状況
　消防機関が行う人命の救助とは、火災、交通事
故、水難事故、自然災害、機械による事故等から、
人力や機械力等を用いてその危険状態を排除し、被
災者等を安全な場所に搬送する活動をいう。
　令和６年中における全国の救助活動の実施状況
は、救助活動件数７万2,017件（対前年比310件増、
0.4％増）、救助人員（救助活動により救助された人
員をいう。）６万7,894人（同1,079人増、1.6％増）
である（資料2-6-1、資料2-6-2）。
　救助活動件数及び救助人員の増加の主な要因は

「建物等による事故」＊1が増加したことである（第
2-6-1図、第2-6-2図）。

（２）　事故種別ごとの救助活動の状況
　事故種別ごとの救助活動状況をみると、救助活動
件数及び救助人員ともに「建物等による事故」と

「交通事故」が大きな割合を占め、特に「建物等に
よる事故」は増加を続けている。
　救助出動人員（救助活動を行うために出動した全
ての人員をいう。）は、消防職員と消防団員との合
計で延べ173万4,656人である。このうち、消防職員
の救助出動人員は「建物等による事故」による出動
が最も多く、次いで「交通事故」となっている。一
方、消防団員の救助出動人員は、「火災」による出
動が最も多い。
　救助活動人員（救助出動人員のうち実際に救助活
動を行った人員をいう。）は、消防職員と消防団員
との合計で延べ65万9,178人であり、事故種別ごと
の救助活動１件当たりの救助活動人員は、「火災」
が最も多く、次いで「水難事故」となっている（資
料2-6-3）。

第2-6-1図　�事故種別救助活動件数の状況
（令和6年中）

交通事故
13,155件(18.3%)
238件増(1.8%増)

水難事故
2,919件(4.1%)
33件減(1.1%減)

風水害等自然災害事故
226件(0.3%)
352件減(60.9%減)

機械による事故
811件(1.1%)
9件減(1.1%減)

建物等による事故
37,138件(51.6%)
423件増(1.2%増)

ガス及び酸欠事故
619件(0.9%)
1件減(0.2％減)

その他
13,365件(18.6%)
35件減(0.3%減)

救助活動件数
72,017件
310件増
（0.4％増）

破裂事故
1件(0.0%)

2件減(66.7%減）

火災
3,783件(5.3%)
81件増(2.2%増)

（備考）　１　「救助年報報告」により作成
　　　　２　�割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のた

め、合計が100％にならない場合がある。

第2-6-2図　�事故種別救助人員の状況
（令和6年中）

交通事故
16,958人(25.0%)
832人増(5.2%増）

水難事故
3,118 人(4.6%)
4人減(0.1%減)

風水害等自然災害事故
792人(1.2%)
774人減(49.4%減)

機械による事故
967人(1.4%)
14人減(1.4%減)

建物等による事故
32,728人(48.2%)
1,129人増(3.6%増)

ガス及び酸欠事故
558人(0.8%)
2人減(0.4%減)

その他
11,234人(16.5%)
2人減(0.0%減)

救助人員
67,894人
1,079人増
（1.6%増）

破裂事故
1人(0.0%)

1人減(50%減）

火災
1,538人(2.3%)
85人減(5.2%減)

（備考）　１　「救助年報報告」により作成
　　　　２　�割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のた

め、合計が100％にならない場合がある。

救助活動の実施体制2
（１）救助隊数及び救助隊員数
　救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を
定める省令（昭和61年自治省令第22号）に基づき、
消防本部及び消防署を置く市町村等に設置されてい
る。人命の救助に関する専門的な教育（140時間）
を受けた隊員、救助活動に必要な救助器具及びこれ
らを積載した救助工作車等によって構成され、救助

＊1　�「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ
込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう（意識障害等により建物内で身動きがとれず、ドアに鍵がかかっているため室内に入れ
ないものも含む）。
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隊、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊＊２

の４つに区分される。
　令和７年４月現在、703消防本部に1,414隊設置さ
れており、救助隊員は2万4,616人（対前年比209人
増）となっている。

（２）　救助活動のための救助器具等の保有状況
　救助活動のための救助器具等には、油圧スプレッ
ダー等の重量物排除用器具、油圧切断機等の切断用
器具、可燃性ガス測定器等の検知・測定用器具等が
あり、発生が懸念されている大規模地震災害や
NBC災害＊3に備えて、より高度かつ専門的な機能
が必要とされているため、緊急消防援助隊設備整備
費補助金により、その整備促進を図っている（資料
2-6-4）。

全国消防救助技術大会3
　救助活動に必要な体力、精神力及び技術力を養う
とともに、全国の救助隊員が一堂に会し、競い、学
ぶことを通じて他の模範となる救助隊員を育成する
ことを目的に、毎年開催されている（主催：一般財
団法人全国消防協会、後援：消防庁ほか）。
　本大会は、陸上の部と水上の部に分かれており、
それぞれで、隊員個人が基本的な技能を練磨する
「基礎訓練」、隊員個人の技能とともに隊員間の連携
を練磨する「連携訓練」、出場隊員の創意工夫のも
と訓練想定から救助方法までを披露する「技術訓
練」が行われる。
　令和7年は、第53回大会として８月30日に兵庫県
三木市で開催され、陸上の部には684人、水上の部
には231人の隊員が参加した。令和８年は新潟県新
潟市で開催される予定である。

救助の課題と対応4
（１）　体制の整備
　近年の救助活動は、火災、交通事故及び水難事故
だけでなく、激甚化・頻発化する自然災害やNBC
災害といった特殊災害への対応も求められている。
これらの災害に対して適切な救助活動が実施できる
よう、東京消防庁及び指定都市等消防本部に特別高
度救助隊、中核市等消防本部に高度救助隊を設置
し、全国的に救助体制の強化を進めている。
　これらは消防大学校や各都道府県、各指定都市の
消防学校などで人命救助に関する専門的かつ高度な
教育訓練を受けた隊員を中心に構成され、通常の救
助器具に加えて、要救助者の捜索が困難な場合に活
用される画像探索機や地中音響探知機等の高度な救
助器具を備えている。

（２）　車両及び資機材の整備
　近年増加している土砂災害や浸水等の風水害に対
応すべく、救助隊の装備の充実を図るため、国有財
産等の無償使用制度を活用し、重機＊4及び重機搬
送車、高機能救命ボート＊5、建物崩壊・土砂監視
センサー＊6、特別高度工作車＊7等を配備するとと
もに、令和７年度には、ヘリ等による初動の現場進
出が可能な救助先行車及び携行型救助資機材等＊8

の配備を予定している。また、テロの発生が危惧さ
れる中、サリンなどの化学剤や細菌などの生物剤又
は放射線が存在する災害現場における迅速かつ安全
な救助活動を行うため、特殊災害対応自動車＊9、大
型除染システム搭載車＊10や、小型遠隔化学剤検知
器＊11などの各種NBC災害対応資機材を全国の主要
な消防本部及びNBC災害即応部隊＊12を中心に配備
している。

＊2　�特別救助隊・高度救助隊・特別高度救助隊：救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令に基づき、人口10万人以上の消防常備市町
村には特別救助隊が設置され、中核市等では１以上の特別救助隊を高度救助隊とし、また、東京消防庁及び指定都市では１以上の高度救
助隊を特別高度救助隊（特殊災害対応自動車を保有し、ウォーターカッター等の特殊な器具を活用することができる専門性の高い部隊）
とすることとされている。

＊3　NBC災害：核（Nuclear）等、生物（Biological）剤及び化学（Chemical）剤によって発生した災害をいう。
＊4　重機：がれき、土砂などの障害物を除去することにより、救助隊等と連携した効果的な救助活動や道路の啓開等を行う機械
＊5　�高機能救命ボート：大規模風水害に伴う浸水区域において、がれき等がある場面でも多数の要救助者を一度に救出することができ、船首

パネルを開閉することで車椅子等をそのまま乗船させることが可能な膨張式ボート
＊6　建物崩壊・土砂監視センサー：遠隔監視により、不安定な建物、土砂再崩落等の兆候をいち早く感知し、音響警報を発する装置
＊7　�特別高度工作車：排煙消火機能を有する大型ブロアー装置と水力で切断可能なウォーターカッター装置を搭載し、トンネル火災や倉庫火

災などの大規模災害時に対応可能な車両
＊8　�救助先行車及び携行型救助資機材等：道路寸断等による進出困難な大規模災害への初動体制を強化できる固定翼機及び回転翼機に積載可

能な小型軽量化した車両・資機材
＊9　�特殊災害対応自動車：NBC災害に対応するため各種検知器や防護服などを積載することができる構造を有する車両
＊10　�大型除染システム搭載車：NBC災害において隊員及び被災者などを除染するために、１時間に200人以上除染できる大型除染システムを

積載した車両
＊11　�小型遠隔化学剤検知器：化学災害現場で液体・固体・粉体状の試料を遠隔から検知することができる装置
＊12　�NBC災害即応部隊：NBC災害に対し、高度かつ専門的な救助活動を迅速かつ的確に行うことを任務としている部隊

第

１

章

第

３

章

第

６

章

第

２

章

第

５

章

第

４

章

資

料

89

第6節　救助体制



重機及び重機搬送車

高機能救命ボート

建物崩壊・土砂監視センサー

特別高度工作車

特殊災害対応自動車

大型除染システム搭載車

小型遠隔化学剤検知器
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　このように、消防庁では緊急消防援助隊に必要な
装備について継続的な充実強化を図っており、各消
防本部では、これらの資機材等を活用した訓練が実
施されている。

（３）　救助技術の高度化等
　多様化する救助事案に全国の消防本部が的確に対
応し、救助技術の高度化を推進することを目的に、
消防庁では、有識者や消防機関関係者などにより構
成される検討会を実施しているほか、全国の救助隊
員などの意見交流の場として、全国消防救助シンポ
ジウムを毎年度開催している。
　令和6年度の検討会では、近年の自然災害による
経験や教訓等を踏まえ、大規模土砂災害時における
救助活動能力を更に高度化させることを目的に、

「大規模土砂災害時における救助能力の高度化に関
する検討会」を開催した。大規模な土砂災害は、救
命のため迅速な活動が求められる一方、活動が広範
囲に渡ることや二次災害の発生危険もあり、大きな
困難性が伴う。特に令和３年静岡県熱海市土石流災
害では大雨による大規模な土石流が、令和６年能登
半島地震では地震による大規模な土砂崩壊が発生
し、甚大な被害とともに多くの人命や財産が犠牲と
なった。これらの災害では、通常と異なるメカニズ
ムの土石流であったこと、土砂に埋もれた倒壊建物
での活動が求められたこと、余震や降雨、積雪等に
伴う二次災害危険等があり、困難な活動となった。
このような過去の土砂災害における教訓や消防機関
の課題、また、新たな知見や先進的な活動技術等を
もとに要救助者をより安全･確実・迅速に救助する
ための手法や日頃の実戦的な教育訓練、関係機関と
の効果的な連携などについて検討し、令和２年３月
に改正した「土砂災害時における消防機関の救助活
動要領」の更なる充実等を図り、実践的なマニュア
ルへ改正した。
　令和７年度は、近年、道路陥没事案や下水道管工
事中に作業員が流される事案が発生している中、地
下閉鎖空間における消防機関の対応能力を向上する
ことを目的として、「地下閉鎖空間における救助技
術の高度化」について検討を進めている。地下閉鎖
空間における事案は、崩落、有毒ガスなどの危険要
因が多く、また、被害が進行拡大する可能性もある
ことが特徴として挙げられ、更には狭所空間により
活動が制約されることから、救助活動の困難性が高

い。このような事案に対応していくために、教訓や
課題、新たな知見や先進的な技術等をもとに安全・
確実・迅速に救助するための手法や、他機関との連
携、情報連絡先などの共有方法について検討し、救
助技術の高度化を図ることとしている。
　全国消防救助シンポジウムは、全国の消防本部の
経験、知見及び技術を共有することにより、我が国
における救助体制の一層の充実を図ることを目的と
している。
　令和６年度は、「複雑多様化する大規模自然災害
における救助能力の向上」をテーマとして、未曽有
の災害が発生した場合であっても、臨機応変かつ確
実に対応するため、全国の救助隊員が過去の災害で
の多様な救助事案や平時からの効果的な取組を発表
し、専門家による講演、それらを踏まえた総合討論
を行った。
 令和７年度は、「火災時における救助活動対応能
力の向上」をテーマとして、建物構造に見合った
「破壊」「進入」「検索」「救出」の方法について、各
消防本部の効果的な取組や専門家による講演等を
行った。
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